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【要旨】

　世界の学校体育の危機が叫ばれてから20年近く

になる。OECDの TALIS（タリス）調査では，教

育において，「批判的な思考を促す」，「勉強がで

きると自信を持たせる」などへの回答割合が諸外

国に比べて，際立って低い傾向がみられる。また，

「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合

的な向上方策について（答申）」で指摘されるよ

うに，グローバル化対応，ICT活用など新たに汎

用的な資質・能力を育成しようとする傾向は世界

共通である。また，保健体育の授業を通して，「何

を教えるのか」から「何が身につくのか」という

視点が強調されるようになり，教育課程の枠組み

そのものの構造が問われていくと考えられる。

　そこで，本シンポジウムでは，世界の体育の危

機を共有する「アジアの学習指導要領の変化と日

本の課題」をテーマに，2007年に体育カリキュラ

ムの歴史的転換を受けて2015年に学習指導要領の

改訂が予定される韓国の動向，2013年より小中高

12年間一貫カリキュラムへの改革論議が進む台湾

及び2020年の改訂に向けて中央教育審議会で論議

が開始された日本の３か国の状況について，2007

年の学習指導要領改訂の議長を務めた韓国中央大

学 JeongAe You氏，国立台東大学 Yuh-Chih Chen

氏，国立教育政策研究所の森良一氏の発表をもと

に，日本及びアジアの学習指導要領改訂の変化か

ら保健体育の授業づくりへの示唆を得ることを目

的とした。なお，通訳は，吉野 聡（茨城大学），

本多壮太郞（福岡教育大学）が行った。

　JeongAe You氏によれば，2007の改訂は歴史的

改訂と位置づけられ，スポーツスキルベースか

らコンピテンシーベースへのパラダイムシフト

を図った。体育の目標として，「体育の教育を受

けたものは，身体活動への参加の一方で，健康，

フィットネス，スポーツマンシップ，チームワー

ク，創造的・論理的思考スキル，身体文化への認

識を備えたものであり，また，自身の人生を活動

的に切り拓いていくとともに健全な社会や国家に

貢献する能力を備えている。」と定義付け，それ

は，５つの身体活動の価値ベースで示される目標

及び内容に対応している。同時に，教師の主体的

な教育課程編成権を拡大させたことから，技能に

傾倒した指導の改善がみられ，教育としての体育

学習が学校現場で受容されてきているという。ま

た，2012年から推進されている学校部活動の推進

は，週4回の体育的活動の保障と校内暴力等の抑

止に一定の効果が得られた。さらに，学習評価に

ついても，国レベルでは評価の割合はスキルが

70％，知識が20％，態度が10％というガイドライ

ンであったが，2007年以降では，教師による裁量

が高まっており，指導内容に応じた評価が進んで

いる。最後に，今後，2015年から始まる学習指導

要領の新たな改訂では，すべての教科内におい
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てコミュニケーション，セルフマネージメント，

リーダーシップ，問題解決の能力の発達に対応す

る知識，スキル，態度を身に着けることが特徴づ

けられるといった方向性を示唆した。

　Yuh-Chih Chen氏によれば，台湾を取り巻く環

境の変化として，世界最小の出生率，他民族化，

学習意欲の低下，体育教師の欠如，少ない体育時

数などの課題を挙げた上で，改革の柱が，義務教

育の９年間の教育システムを12年間システムに変

更することと述べ，その意図として，ポテンシャ

ルの強化，多様な子供に対する柔軟な制度設計，

学習意欲の向上の３点を挙げた。さらに，12年基

本教育カリキュラムは，2018年に施行が決まって

おり，これまでの能力（アビリティー）指向から，

12年基本教育カリキュラムはリテラシーに焦点化

して作られようとしているという。台湾では，２

年ごとのステージでシーケンスを検討していると

いう新システムでは，体育は，週３～４時間位置

づけられる予測である。また，体育教師教育の方

向性として，小学校体育教師の認証，初任教師へ

のカウンセリングシステム，現職教師教育，アダ

プテッドスポーツの教師プログラムなどの方向性

を示した。

　森氏によれば，日本の次期学習指導要領の改訂

に向けて，「何を教えるか」という内容に非常に

ウェイトを置いてきたが，知識の質や量の改善に

加えて「どのように学ぶか」，そして，最終的に，

「どのような力が身に付いたのか」，という視点で

学習指導要領を改訂していく方針であること，学

習評価を一体とした改訂が検討されているとい

う。また，現在の審議は，「確かな学力」につい

ての論議が中心となっており，体育科・保健体育

科は，「健やかな体」のところに位置付けられて

いるが，学力としても「体育・保健体育」がしっ

かり位置付いているということを強調していかな

ければ，改訂の流れの中で置き去りにされる危険

性があることを指摘した。その上で，体育・保健

体育における「アクティブラーニング」はどうい

うことが考えられるのか等を明確にしていくこと

が，今後求められていくということになるであろ

うと述べた。さらに，コンピテンシーベース，ま

たはリテラシーということから資質・能力を考え

ていくとなった時に，保健体育における思考力の

育成についての議論が止まったままになっている

のではないか，という印象があるという。

　生活習慣の予防と身体活動の関係や，精神保健

と身体活動の関係等，少子高齢化の中で，我々が

果たすべき役割がたくさんあり，これらを視野に

入れながら，健康寿命をどうやって伸ばしていく

かという観点でも，保健と体育で一体として考え

ていく方向性を提案した。

　これらの発表から，アジアの共通する方向性と

して，教育全体が，資質・能力の育成に向けてコ

ンピテンシーベースの目標及び内容にシフトして

いることが挙げられる。

　さらに，体育に求められる資質・能力育成が技

能の獲得にのみあるのではなく，態度や知識，思

考力などの総合的な能力の育成であり，「体育を

取り巻く危機」から各国が取り組むべき方向性

は，良質な体育授業の創出につきると言えよう。

　そのための方策として，学習指導要領改訂に向

けて，スコープ・シークエンスの重視，ブルーム

のタキソノミー等を踏まえた学習評価を一体とし

た指導内容の検証，学習アプローチとそれらを支

える教師教育や周知システム等，多角的な視点か

ら，体育・保健体育の授業づくりに対して，今後

さらに研究を深めていく必要性が示唆された。

　九州体育・保健体育ネットワーク研究会と韓国

中央大学の研究連携協定が締結されたことから，

学校現場レベルでの交流，検証を通して，良質な

体育授業の発展に役立てたい。
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●シンポジウムの趣旨説明及び論点について
（佐藤）
　第４回になりました授業づくりシンポジウムで

す。今年度のテーマは，世界の体育の危機を共有

する「アジアの学習指導要領の変化と日本の課

題」ということで，海外からお二人の先生方と国

立教育政策研究所から森調査官をお招きし，アジ

アの変化について，みなさんと時間を共有してい

きたいと思います。

　さて，21世紀を生き抜く子どもたちのために，

PISAの学力調査からテーマとなってきているの

は，資質・能力論です。世界が動いているのは，

今，激動の時代…ユビキタス社会というのが訪れ

ようとしている中で，国際化，多様化，日本もこ

の波の中にいます。少子化・高齢化の中で，海外

の人も多くの人の労働力を入れており，今もまさ

に国慶節で福岡では，ホテルの宿泊が取れない状

況にあります。たくさんの中国の方に来ていただ

いて，日本の経済が回っている状況です。国際化

が進む子どもたちの教育は，日本を担っていく30

年後，40年後を考えるということを念頭に，日本

が目指すべき方向性や保健体育の意義を考えてい

きたいと思います。

　本日のポスター発表にもありましたが，ICTの

活用やリテラシー，それから人とコラボレートし

ていく，相手の感情に配慮して自分の意志を伝え

ていくような力などが，多様になっていく国々の

中では，求められてくるということです。

　「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総

合的な向上方策について（答申）」の中には，グ

ローバル化への対応とか，あるいは，OECDの調

査の中の TALIS調査を見ますと，世界の先生方

に比べて日本の先生方は，比較的自信がないとい

う結果が出ています。中でも「批判的な思考を促

す」とか，「勉強ができると自信をもたせる」と

いう設問に対して，世界の教員では，約８割が，

九州体育・保健体育ネットワーク研究会2015　ファイナル in 福岡
― 九州から日本，そしてアジアへ ～学校体育の充実に向けて～ ―

保健体育授業づくりシンポジウム
世界の体育の危機を共有する

「アジアの学習指導要領の変化と日本の課題」
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「非常によくできる」，「かなりできている」と回

答していますが，日本の教員は，「いやいやまだ

です」と回答しています。世界の様々な教育事情

や実態を知ることは，自信にもつながります。日

本の先生方が決してさぼっている訳でもなけれ

ば，力がない訳でもありません。とても力がある

という評価もあります。そういった事実も我々は

共有していく中で，教育に自信をもったり，アジ

アの変化から我々が学んでいったりすることが大

事かと思います。

　体育，もちろん，この後でも森調査官から保健

についても話を触れていただきますが，日本の体

育・保健体育の「体育」の分野で見たときに，「言

語活動の充実」でいわれているのは，ある概念を

教えてそれを言葉に出したり，書き出したりして

いくこととして捉えられています。ただ，体育の

有用性というか，我々，体育に関わる者としては，

21世紀につながる資質能力の育成の強みというこ

とを考えた際，例えば学習指導要領では，技術の

コツを伝えて，それをスキルとして発揮させてい

くという手だてを持っていますし，公正・協力，

責任，参画，安全という「態度」の指導内容をイ

ンプットさせ，それを形としてアウトプットさせ

ていく。例えば，「フェアプレイの精神」や「仲

間と協力する」「安全を確保する」という形でア

ウトプットさせていく，という学習内容をもって

います。それを有効に使いながら，今の21世紀の

子どもたちの育成に，我々の立場でどう，保健体

育が重要であるかということを伝えていくのか，

本日はこれらのことを中心テーマとしつつ，韓

国，そして台湾の学習指導要領の変化から学びた

いと思います。

　それから，体育学習のゴールイメージ（成果）

として，小・中・高それぞれの校種の体育を担当

されて，それを担った先に何が身に付くのか，こ

の後，森先生から出されると思いますが，アウト

プットに関して例えば体育分野でしたら，「する・

見る・支える」というキーワードがあります。

　「する・見る・支える」というのは，「健康のた

めに運動をする」，「参画していく，地域に関わっ

ていくためにする」，「人とともに生きていくため

にする」という「する」もあります。「見る」と

いうのは，「多様な物の見方」，「種目の特性に応

じた多様な見方」，それから「支えいく，主体者

として見るという見方」，ただ単に外部から「見

る」というわけではなく，自分も一員として見て

いくものです。それから「支える」というのは，

職業やボランティア，支持者として，いわゆる

「支える」というのを職業として狭く考えがちで

すが，広くそれを愛していくという人を12年間通

して育ていくかということも含まれます。最初に

戻りますが，アジアの動向を参考にさせていただ

ければと思います。

　体育の危機と言われている現状を，こうした資

質・能力論になった時に，どのようにチャンスに

変えていくかという視点で共有していければと思

います。それでは，韓国の You先生，ご発表を

お願いします。
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JeongAe You

　こんにちは。ここにお招きいただきまして，大

変光栄です。今回は，「韓国のナショナル体育カ

リキュラム作成と実施」というテーマでお話をさ

せていただきます。

○韓国ナショナルカリキュラムの作成システム
　最初は，韓国のナショナル体育カリキュラムの

作成システムについてお話いたします。韓国では

これまで，８回の国レベルでのカリキュラム改

訂を５年～７年ごとに行ってきています。しか

し，急速で様々な国民や様々な社会の要請に叶う

よう，変則的な改訂へのシステムに変更となりま

した。必要だという判断がされれば，どんな時で

あっても改訂の対象となります。体育の場合です

と，2007年と2011年の改訂がそうでした。

　では，2011年改訂のナショナル体育カリキュラ

ムの紹介をいたします。カリキュラム構成です

が，大きく２つの要素から成り立っています。１

つは，第３学年から第９学年対象の履修カリキュ

ラム，もう一つが，第10年から第12学年の選択カ

リキュラムです。第３学年から第９学年の体育は

そのまま「体育」，第10学年から第12学年の体育

は，「エクササイズと健康的ライフ」，「スポーツ

文化」，「スポーツ科学」といった３つの選択コー

スとして提供されています。

　体育カリキュラムに示される６つの構成要素に

ついては，一般的に，体育を含むすべての教科は，

同じようなフォーマットで構成されています。

　次に，体育の到達点についてです。体育の教育

を受けたものとは，「様々な身体活動への経験を

通して，身体活動の価値，創造性，特性は内在化

し実践できる人である」としています。すなわち，

体育の教育を受けたものは，身体活動への参加の

一方で，健康，フィットネス，スポーツマンシッ

プ，チームワーク，創造的・論理的思考スキル，

身体文化への認識を備えたものであり，また，自

身の人生を活動的に切り拓いていくとともに健全

な社会や国家に貢献する能力を備えていることを

ねらいとしています。

　ここで，身体活動の５つの価値について補足説

明をいたします。５つの価値の中で，チャレン

ジ，競争，表現の３つは以前より伝統的，内在的

価値と捉えています。一方で，健康，レジャーに

ついては現代における教育的重要性を増加させる

実践的，外在的価値を備えるものとして捉えてい

ます。

　次に，2011年カリキュラムの体育の目標につい

てです。先ほど説明しましたように５つの価値を

踏まえ，健康に関する目標，チャレンジに関する

目標，競争に関する目標，表現に関する目標，そ
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して，レジャーに関する目標という５つの目標が

あります。目標に関連して，内容体系につきまし

ても，健康的活動，チャレンジ的活動，競争的活

動，表現的活動，レジャー的活動の５つの内容で

構成をされています。

　例として，第７～第９学年の内容について示し

ております。表のように内容の要素は，１つか２

つの身体活動を用いて各内容領域で教えられる内

容標準により構成されています。それぞれの内容

は（a）（b）（c）に示されているように連続性を

含む３つのサブ的な内容領域を備えています。例

えば，チャレンジ活動というところを見てくださ

い。（a）では，「記録へのチャレンジ」が最初に

やってきます。その次は，「ターゲットマーシャ

ルチャレンジ」とあります。何かを目標にしたり，

１対１という対人的なものに対したりするチャレ

ンジがその次にきています。それから，「チャレ

ンジの形成」が３番目にきています。その連続性

は，柔軟的なものになっています。つまり教員

は，学校においてこの順序性を変えることができ

ます。しかしながら，一般的には韓国の教員はこ

こで示されたような順序性でそのまま実践する傾

向にあります。

　続いて，体育の授業時数についての説明に移っ

ていきます。第３，第４学年及び第５，第６学年

は204時間となっており，これは置き換えますと

週３回の授業が実施されるということを意味しま

す。中学校にあたる第７，第９学年では272時間

となっており，さらに，第７，第８学年は週に３

回，第９学年は週に２回を意味します。高等学校

に置き換えられます第10，第12学年ですと，６つ

の学期で10ユニット以上となっています。高等学

校における体育は，各学期で必ず実施され置き換

えますと少なくとも週に２回ということになりま

す。

　体育における課外活動については，2012年に政

府により，全ての中学校における週に１回もしく

は２回の課外活動としてのスポーツクラブ活動の

導入が決定されました。その政策により，韓国に

おける全ての中学校では，身体の活動の時間を週

に４回行うことができるようになっております。

○韓国の学習指導要領について
　次に韓国における新しいカリキュラムについて

説明いたします。
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　これまで８回行われたカリキュラム改訂の中

で，2007年の改訂は歴史上，最も大きなものでし

た。スポーツスキルからライフスキルへの枠組み

シフトが図られ，単にスポーツや運動により分類

されていたものから５つの身体活動の価値といっ

た内容構想が導入されました。

　第８学年を対象とした内容について例を挙げま

すと，以前はスポーツ，あるいは運動それ自体の

「スキルの獲得」を中心とした内容から，歴史，

科学的原理，ゲームの方向やスキルスポーツへの

認識強化，自信といった要素が教えられることと

なっており，指導の方向性は，これらを全てを統

合するものとなっていました。

　このような内容を指導する際に教師は，内容の

効果的な指導に適切な身体活動を１つか２つ選択

しなければなりません。そこで，韓国政府は表に

あるような「身体活動選択のための実践的なガイ

ドライン」というものを提供しています。異なる

地域や学校での施設，設備などに大きな違いがあ

ることを踏まえて，学習の量を最善化，最適化す

るための権限を持っています。先ほど，教師の裁

量ということに触れましたが，過去のカリキュラ

ムでは，国レベルと教師レベルが内容，要素とも

に同じでしたが，現在のカリキュラムでは，国レ

ベルと教師レベルではこの限りではありません。

　例えば，「チャレンジ」の場合，国レベルでは

歴史，科学的原理，ゲームの方法，スポーツへの

認識，自信等といった内容が含まれます。しかし

教師レベルでは，例えばＡ教師の場合，床運動を

使って表現に関するチャレンジを指導するかもし

れません。Ｂ教師の場合は平均台を，Ｃ教師の場

合はまた異なる活動を用いるかもしれません。こ

のように，地域や学校の実情に応じて，教師の裁

量が認められているということです。

　次に，評価の規準についてです。過去のカリ

キュラムでは，評価されるべき数や評価の割合と

いった二つの決まりがありました。

　例として，第７学年から第９学年で説明いたし

ますと，第７学年及び第８学年においては，学期

ごとに４つのスポーツが，第９学年では３つのス

ポーツが評価の対象とならなければなりませんで

した。また国レベルでは評価の割合はスキルが

70％，知識が20％，態度が10％と示されていまし

た。しかし現在のカリキュラムではそのような決

まりごとはありません。教師の裁量に任されてお

り，評価される数や割合は教師によって異なりま

す。このように，教師は指導する内容に応じて，

何をどのように評価するのかを，決定できるよう

になっています。

　評価規準に加え，2011年に改訂されたカリキュ

ラムでは，更なる２つの特徴を備えています。一

つは体育を含む全教科における創造性と人格教育

の協調です。もう一つは各学年から２つ，あるい
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は３つの学年をグループ化する新たな内容体系シ

ステムです。

○今後の動向について
　教育省によると2015年の末に導入される新たな

ナショナル体育カリキュラムはコンピテンシー

ベースのカリキュラムということです。コンピテ

ンシーベースのカリキュラムとは全ての教科内に

おいてコミュニケーション，セルフマネージメン

ト，リーダーシップ，問題解決の能力の発達に対

応する知識，スキル，態度を身に付けることに特

徴づけられます。新しいカリキュラム実施までの

タイムスケジュールは表のとおりです。時間の関

係によりお話はここまでとさせていただきます。

ありがとうございました。

陳玉枝

　皆さん，こんにちは。私はユン・チ・チェンで

す。今日は台湾の体育の改革，研究の動向につい

てご紹介させていただきます。よろしくお願いい

たします。

●台湾を取り巻く教育課題
　現在，社会変化が台湾では起こっていまして，

台湾は教育改革を余儀なくされています。2008

年，台湾の出生率が1.05％と，世界で最も低く

なったそうです。今，その子どもたちが小学生に

なっています。この人口の減少というものは台湾

にとって重要な問題です。このように人口が減少

している中で，小・中学校では，インドネシア，

フィリピン，ベトナムなど東南アジアからの移民

が9.7％を占めており，これらのことはクラスサ

イズが昔と比べると文化的，あるいは，エスネ

ティック的に構造が変化していることを意味して

います。

　この他にも問題がいくつかあります。台湾にお

ける55％の中高生は学習意欲が低く，PISAのテ

ストの結果，数学や理科の結果では十分満足いく

ほど点数が高かったのですが，学習意欲，学習の

関心，自分自身に対する自信などでは，大変低い

状況です。

　他にも問題があり，一つは先生の問題です。体

育を専門として養成された先生が不足しているこ

と，もう一つは体育の授業時数が十分ではないと

いうことです。

　先ほど紹介したような児童の人口の構造変化に

よる社会変化が教育改革をもたらしている中で，

グローバル教育はもちろん，やらなくてはならな
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いことですが，子どもたちの多様性や異文化性の

ようなことを鑑みて，国としてのネイティブ教育

を尊重しなくてはいけない状況にもあると言えま

す。このような状況の中で，12年基本教育カリ

キュラムがこれから策定されていくのですが，そ

のアウトラインを紹介します。

　12年教育カリキュラムは，第１に生徒のポテン

シャルを強化しようとしています。卓越した生

徒，あるいは学習意欲が低い，または困難な子ど

もたちに対応したカリキュラムを作ろうとしてい

ます。

　第２に，子どもたちを学習者に導くということ

で，例えば喜んで学習するとか，学習することが

大好きな生徒たちを育てるカリキュラムを作ろう

としています。

　第３に，多元的で柔軟なカリキュラムを作ろう

としています。カリキュラムは子どもたちの状況

に対応させて作らなければなりませんが，それに

対応したカリキュラムを作ろうとしています。ま

た，改訂の経緯については，表に示すとおりです。

○台湾のナショナル教育改革について
　次に，これまでの台湾における教育改革につい

て紹介します。

　まず，カリキュラム研究の開発グループが設立

され，その後，改訂グループや学習領域のアウト

ラインを改訂するようなグループが設立されまし

た。ナショナルアカデミーとエデュケーションリ

サーチという組織です。台湾の教育省は，12年基

本教育カリキュラムのアウトラインを２年ほどか

けて考えてきたものを昨年全国に公表しました。

現在は，ワーキンググループが改訂作業を行って

いるところです。この12年基本教育カリキュラム

は2018年に施行が決まっており，現在，作業を

行っているところです。

　12年基本教育カリキュラムのフレームワークで

すが，このフレームワークは，教育省が示す部分

と学校サイドでカリキュラム部分で考えていく部

分があります。高校に関しては，各学校がジェネ

ラルコースだとか，成果，あるいは実習中心の

コースを示しています。学校側がカリキュラムを

作る時の目標は，基本的には学校のビジョンを形

作ったものになります。各学校は，子どもたちの

実態に応じて，それぞれのカリキュラムを作って

いきます。高校に関しては，学校サイドで決める

ところでいくと，学校がこれは必ずやらなければ

いけないコースと，選択することができるコース

と，あるいはグループで活動するような時間，そ

れから柔軟な学習時間というものを設定していま

す。これは，日本と全く一緒なのですが，高校で

は４つのタイプに分けられ，レギュラーが普通

科，テクニカルが商業高校や工業高校のような技
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術専門の学校，インテグレイティッドが中高一貫

校，シングルサブジェクトが体育専科みたいな，

教科特有の成果をもつ学校のことです。

　これまで実施されてきた９年間の義務教育用の

カリキュラムと，これから作ろうとしている12年

基本教育カリキュラムを対比させながら，この両

者の特徴を述べていきたいと思います。

　カリキュラムを作成していく時の基本的な考え

方ですが，これまでの義務教育カリキュラムで

は，能力を育てることを指向して，12年基本教育

カリキュラムはリテラシーに焦点化して作られよ

うとしています。一方，12年基本教育カリキュラ

ムの方のフレームワークには，第１番目，ラーニ

ングエリアと言われていますけれども，教科の話

になりますが，７つの教科から８つの教科に変わ

ろうとしています。理科と技術が１つの教科だっ

たのが，理科と技術科の２つの教科に分かれまし

た。

　学期についてはこれまでフレキシブルで，学校

の裁量で２学期か３学期かを選んで良かったので

すが，それが12年基本教育カリキュラムになる

と，３学期制に指定されることになるようです。

フレキシブルラーニングの時には，規則性がな

かったのですが，今後は，規則，規定に沿って行

われるようになります。

　次に，これまでの教育課程の中で示された，特

に保健と保健体育の学習領域について説明，紹介

していきます。小学校あるいは中学校のカリキュ

ラムについて，表に示しています。

　発達段階の考え方は，日本は「４・４・４」と

かという言い方をしますが，台湾はこれまでに小

学校の発達段階を２つの段階で捉えていたものを

３つの段階で捉えるようになりました。すなわ

ち，12年基本教育カリキュラムでいくと，２年ご

とに，１～２年生，３～４年生，５～６年生と，

日本と同じようになったということだと思うので

すが，このような発達段階によるカリキュラムを

作っています。

　取り扱いについては，これまでのカリキュラム

では，保健体育は，２学期あるいは３学期，いつ

扱うかは学校で決めて良かったものが，今後は３

学期間において，全て教えるというように変化し

ます。

　学習エリアで，保健と体育はこれまで一緒に教

えてきたのですが，これから先は保健と体育とい

うことを一緒に教えてもいいし，分けて教えると

いうことが，選択できるようになりました。

　高校の体育カリキュラムについては，下の表に

示しています。

　一番上のところは学校のタイプを示していま

す。普通科と技術高校科に関しては，保健体育を

14単位受けさせることになっています。２単位が

看護を含む保健，12単位が体育となっています。

一貫校と体育専科の学校では，６単位が保健体育

を受けさせるようになっており，２単位が保健と

看護，４単位が体育となっています。他に，これ

だけは受けさせなさいという必修の単位を中高一

貫校と専科の学校では体育を６単位と位置付けて
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います。ところが，学校の裁量で決められるカリ

キュラムですが，普通科のところが必修としてい

る体育については４～８単位，例えば，特別なカ

リキュラムのある高校は，シューティングスポー

ツのような内容をこの中に含めて教えようとして

います。最低，全ての教科に４単位を位置付けて

いるのは，生徒の中心となる（コアのコース）の

中で，生徒の質を最低，ここだけは保証しようと

いうことから割り当てられています。体育は８つ

の教科の１つであり，12年基本教育カリキュラム

では，１週間に３回から４回体育を行うような位

置づけをしています。

●台湾における体育の研究動向
　終わりに，台湾における体育の研究動向につい

て紹介します。台湾の研究において，多くの関心

が寄せられているのは，学習指導論，カリキュラ

ム論，教師教育論についてです。体育の学習指導

論の研究が最も多く，続いてカリキュラム研究と

なっていますが，わたしはもう少し，先生方の研

修に関する研究に焦点を当てるべきではないかと

考えています。

　研究動向については，1980年代頃，多くの関心

が「運動スキルの学習」に集まっていました。そ

の後，教師の指導性や子どもの自発性を大切にす

るなど，どういうスタイルが指導効果を上げる

のか，ということが1995年から1997年頃に流行

しました。その後，TGFUとか TPSRなど責任学

習についても関心が高まっていますが，心的な側

面にも研究動向が移行しています。しかし基本的

には，台湾の研究は，国際的な動向に追随してい

くような形で，これまで研究が行われてきていま

す。

○カリキュラム研究の方向性
　まとめに入ります。カリキュラム研究の方向性

について話をします。

　例えば，ケーススタディで学校に特徴的なプロ

グラムを適用するような学校をベースにした研究

を行うことが必要だということです。また，体育

カリキュラムの接続や統合についての問題の研究

が必要だと考えています。先ほど紹介した発達段

階１・２年生と３・４年生，５・６年生と中学１・

２年生の接続をどうするかという研究や人格教育

に必要だと言われていることを体育にどう落とし

込んでいくかというところの研究などが挙げられ

ます。保健体育の学習時間，あるいは授業時数の

適切化などが挙げられます。また，学校の選択に

関する研究や，体育に関連するテーマ学習，探索

学習に関する研究などが挙げられます。

　学習指導研究の方向性についての提案です。能

力あるいはリテラシーどちらの思考により，どの

ような指導で区別された指導スタイルがよいのか

といった研究をする領域，それから，生徒の自発

的な学習を保障する指導の在り方，子どもたちの

集団性，コミュ二ティ参加の在り方，コミュニ

ケーション能力や生徒の相互作用能力を伸ばすよ

うな学習の在り方，スポーツスキル，ベーシック
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スキルを高めるような指導の在り方の研究が挙げ

られます。

　教師教育研究の方向性についてです。小学校の

体育専科の先生を承認することの予算を研究する

必要があると思います。それから，初任の先生た

ちにどうやってカウンセリングしていけばいいか

に関わる研究が挙げられます。継続的に教師の専

門性を高めていくようなあり方の研究が挙げられ

ます。障害者体育，特別支援が必要な生徒に対す

る体育の先生を養成するプログラムの在り方につ

いても研究を行っていく必要があると思います。

　総括すると，カリキュラムに関しては，多元的，

統合的な体育のカリキュラムはどうあるべきか考

え，指導論に関しては，質の高い体育を行うため

の教科に関わる指導の在り方について研究をして

いくこと，教師教育に関しては，実践的なトレー

ニングの在り方や，効果的な研修の在り方に関す

る研究を進めていきたいと考えています。ありが

とうございました。

佐藤

　国のシステムが違うので，日本のイメージで聞

いてしまうと理解のエラーが起こりやすいので，

確認しておきます。JeongAe You先生の発表の中

に，2007年と2011年に改訂があったお話がありま

した。短い感じがしますね。政権の関係の変化も

あったという話を別のところで聞いておりますの

で，後で確認しておきます。お分かりのように，

コンピテンシーベースというのが両方の国の共通

用語として出てきます。この後，森調査官からお

話があると思いますけど，コンピテンシーベー

ス，ある種，単独の体育の機能やスキルではなく，

統合して，そこから出てくる力というか，教育で

付けないといけない力，対応していく力，そこに

対して体育でどうすべきかという論議が世界で起

こっていると思ってもらった方がいいのではと思

います。比較的，韓国の場合，共通性から個別な

学校の裁量性というところを模索しているように

みとれますし，台湾の方は，むしろ９年間から12

年間小中一貫だったのが，小中高へとの変化を起

こしていて，民族の多様性とか，いろんな人たち

が移民を受け入れながら国ができているという状

況は，日本より一歩先をいっていて，その時どう，

カリキュラムを提供していったらよいのかという

課題に直面しているところをイメージしてもらえ

たらと思います。では，続いて森さん，お願いし

ます。

森調査官：

○体育・保健体育の法令上の位置づけと学習
指導要領改訂に関わる論議
　最初のお話は，法令上，体育・保健体育という

ものがどのように位置付いているかということで

す。日本の教育の法律的なシステムというのは，

「生きる力」を理念にしていて，「生きる力」の

ベースになるのが知・徳・体で，日本独特のもの

となっています。知・徳・体をバランスよく育む

ということが「生きる力」につながるということ

で，これまでの学習指導要領の改訂では，「体」

が非常に重視されてきたという流れがあります。

そういった中で，現行の学習指導要領には，たく

ましく生きるための健康・体力ということが総則

に位置付いていますし，「生きる力」ということ

を，今回の60年に１回の大改訂と言われた教育基

本法の第２条に，法律的に位置付いているという

ことが非常に大きな方向になっています。

　そういった学習指導要領の改訂の後に，中央教

育審議会での話合いが行われました。例えば，大

学教育に関する話ですけど，こういったところに
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おいても，必ず健康・体力ということが強調され

ていますし，高等学校部会も，「確かな学力」，「豊

かな心」，「健やかな体」という，この３つを高等

学校教育において身に付けていくという話がされ

ていました。この時の話題は，「健やかな体」の

ところの例示が，「健康の保持増進のための実践

力」だけだということで，佐藤豊先生から，「こ

れはまずいよ」という話があったことを覚えてい

る方もいらっしゃると思います。それにしても，

知・徳・体ということ自体は，話し合いの中の

ベースに入っていたということです。

　ところが，もう一つ非常に重要な部会である

「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内

容と評価の在り方に関する検討会」での報告に

は，児童生徒の育成すべき資質・能力を明確化し

たうえで，そのために各教科等でどのような教育

目標・内容を扱うべきか，また，資質・能力の育

成の状況を適切に把握し，指導の改善を図るため

の学習評価はどうあるべきか，という観点から指

導要領自体を見直すことが必要という報告が出た

ということです。これが出たあたりから，実は，

知・徳・体ということを抜きに，話しが始まって

いるというのが現状です。

　次に，2014年11月20日，下村文科大臣の諮問の

文章の概略です。趣旨としては，非常にグローバ

ル化して，技術革新が起き，社会がかなり変わっ

てきているようなところで，子どもたちにどう

いった教育をしていくべきか，ということをしっ

かり考えていきましょうということです。特に，

こういった厳しい状況の中で，伝統や文化に立脚

し，高い志や意欲を持つ自立した人間として，他

者と協働しながら価値の創造に挑み，未来を切り

開いていく力を身に付けますということを言って

いるのです。

　これまでの学習指導要領では，「何を教えるか」

という内容に非常にウェイトを置いてきました

が，「何を教えるか」ということだけでなく，知

識の質や量の改善に加えて「どのように学ぶか」，

そして，最終的に，「どのような力が身に付いた

のか」，という視点で学習指導要領の中身を考え

ていきましょう，ということになったのです。

○体育・保健体育で必要な資質や能力とは何か
　では，体育・保健体育で必要な資質や能力とは，

どんなものであるのか，ここが問われている重要

なところです。「どのように学ぶか」については，

現行の学習指導要領では，「言語活動」という言

葉を使っていたのですが，今回は，目玉として，

「アクティブラーニング」という言葉を使ってい

ます。主体的，協働的に学ぶ学習として使われて

います。そして，育成すべき資質・能力というこ

とを明確にするということで，学習評価というも

のを一体として改善していきましょうという話で

す。

　今までの学習指導要領は，目標内容が定まっ

て，ちょっと後に評価に関する検討をして，評価

規準等が決まっていったというような経緯があり

ます。今回は，目標の裏返しとして評価がある，

一体としてやっていくということが検討されてい

ます。

　また諮問文には，「子どもの体力等の現状を踏

まえつつ，2020年のオリンピック・パラリンピッ

ク開催を契機に子どもたちの運動・スポーツに対

する関心や意欲の向上を図るとともに，体育・健

康に関する指導を充実させ，運動する習慣を身に

付け，健康を増進し，豊かな生活を送るための基

礎を培うためには，どのような見直しが必要か」

とあります。体育・保健体育に関わる，もっと言

うと，「知」「徳」「体」の「体」にかかわる，体育・

健康に関する指導を充実させていくために，どう

いう見直しをするか，ということであり，諮問の

中で，検討の視点として入っています。どうして

いくかということを，現在考えているということ

です。

　ところで，平成17年11月30日に，現行の学習指

導要領が改訂されるときに，実際に「生きる力」

を目指して，どういった学習，学力が考えられる

か，という検討がされています。重要なのは，最
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終的に「生きる力」は，「確かな学力」，「豊かな

心」，「健やかな体」の３つで「生きる力」を育ん

でいくということになっていますが，体育・保健

体育については「健やかな体」のところに位置付

いているということです。しかし現在，資質・能

力について話し合っている内容は，実は，「確か

な学力」のところの内容を検討しています。つま

り，このままでいってしまうと，体育・保健体育

は，資質・能力の中の話し合いに加わっていかな

いということが起こってしまう。ですので，我々

としては，「健やかな体」のところにも入ってい

るけど，学力として，体育・保健体育というもの

がしっかり位置付いているよということを，強調

していかなければならない。もちろん，その部会

では，体育・保健体育も「確かな学力」の中に

入っているということを前提として話し合ってい

ます。ただし，あまり意識はしていないという現

状です。そこは，非常に，我々の危機感として表

れていることを理解していただけると非常にあり

がたいのです。それから，アクティブラーニン

グですが，このアクティブラーニングというの

は，体育・保健体育をやっている方は，「全ての

授業が体育・保健体育ではアクティブラーニング

でしょ」という話し方をされる方がいると思いま

すが，それでは説明になりません。体育・保健体

育は，「体を動かせば，アクティブラーニングに

なるのか」という誤解を生じることになりますの

で，体育・保健体育の中で，アクティブラーニン

グとはどういうことが考えられるのか，というこ

とを明確にしていくことが今後求められていくと

いうことになります。

　現行の学習指導要領では，こういった活動自体

が，すでに総則に規定されていますが，これから

は，アクティブラーニングという言葉自体が，学

習指導要領上に位置付くかどうかは，また別問題

ですが，そういったことを主体的・協働的な学習

ということで，明確に位置付いていくということ

になりまして，教育課程企画部会というところ

で，学習指導要領の諮問がされて，教育課程部会

の一つ下の作業部会が開かれています。教育課程

企画調整部会，そこでは，教科の前の段階で，ど

のような内容を入れていくべきかと，教科を変え

ることが話し合われる可能性もあるし，時間数に

関することも話し合われるけど，知・徳・体をど

のようにバランスよくしていくかということが，

そこで話し合われています。資質・能力のベース

として，知・徳・体の「体」をベースに入れてい

くことが我々の今の使命になっています。その資

料としてはH P上に公開されていますが，例えば，

言語活動，もしくはアクティブラーニングという

ことで，どんな活動が現在行われているのか，と

いうことが例示されています。

　体育ですと，運動の楽しさや喜びを味わい，自

ら考えたり工夫したりしながら運動の課題を解決

するなどの学習を指します。具体的に，かっこ書

きで，仲間と仲良く運動に取り組み，各種の運動

についての関心や意欲を高めるとともに，自分や

グループの課題の解決を目指して思考し判断する

学習であるとまとめてあります。保健では，健

康・安全について身近な学習課題を発見し，解決

する学習とあります。日常生活の体験や事例など

を用いて健康課題の解決方法を考える学習，また

は応急手当などの実習，実験などを取り入れて理

解を深める学習，が行われていると出しているの

です。

　ここで，最も重要なのは，現行でどういう学習

活動がされているかということで例示しています

ので，我々が考えていることと，先生方がやって

いることが一致することが極めて重要です。

○21世紀型能力について
　それからもう一つは，21世紀型能力です。国立

教育政策所で話し合われた内容です。2013年３月

に，実は報告書が出ていて，この時の21世紀型能

力の中には，知・徳・体の「体」については論議

の枠の外にあります。知・徳・体の関連というこ

とで，21世紀型能力が，「情意面や徳・体にどう

かかわるかを検討する必要がある」ということが
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注意書きに書かれています。つまり，この中には，

「徳と体について考えたものが入っていませんよ」

と明言しています。そして，その後，徳について

は，中略の下のところに，書かれています。体と

して，自分の心身両面を含めた「体」に関する気

付きを高め，人との関わりの中で自らの知的な目

的を達成したときの心身状態を把握することで，

知的な喜びのための健康や体力を維持する習慣が

形成される，こうした仮説を現場の実践で長期的

に検証していく必要がある，ということが書かれ

ています。

　やはり，先生方の現場の取り組みというのが，

実はこういったものの仮説を裏付ける材料として

非常に重要だということです。現場主義です。先

生方の実践と，我々行政と，研究者と，一体と

なってやっていかないと，これからの体育・保健

体育を守ることができません。ひいては，子ども

たちのためにならないし，日本の国民のためにな

らないということを，ぜひ意識していただけると

ありがたいです。

　一部，修正の結果として，基礎力のカテゴリー

に「身体」という言葉が入りました。それと，実

践力のところで，「未来を創る」という言葉に変

えるということで，説明書きにあるように，最終

的に「自分の人生と社会を切り開いて，」の後，

「健やかで豊かな未来を創る力」。ここは，もとも

とは「持続する」と書かれていましたが，それは

「健やか」という言葉に修正されました。つまり，

基礎力と実践力のところに，体育・保健体育を位

置付けられることになりましたが，問題は，最も

この中で重要だと言われている思考力についてで

す。この思考力に関しては，様々な教科で，それ

ぞれ独特にもっているようなものと，ある意味，

汎用できるような，どの教科にも汎用できるよう

な能力というものが求められていて，この部分に

関しては，体育・保健体育は，まだ，正直言うと

研究不足と私は思っています。

　ミニマムという話があって，体育・保健体育で

付けるミニマムって何なの？ということを議論し

て，体育・保健体育については，資質・能力につ

いてかなり深く話し合っているというような実績

があると思うのですけど，実は資質・能力につい

て話し合われているのは，体育・保健体育だけで

はありません。そういったミニマムを話し合った

後に，コンピテンシーベース，またはリテラシー

ということから資質・能力を考えていくとなった

時に，保健体育は思考力について，議論というの

は止まったままになっている，というのが私の率

直な感想です。ですので，そこをしっかりと，先

生方は子どもたちに授業する時に，「子どもたち

に思考力をどういうふうにとらえて，その能力を

身に付けさせようとしているか」考えていただい

て，一緒に，先ほど言いましたように，やはり，

実践と理論とが伴わないとならないと思っており

ます。両方で行ったり来たりしながらいいものが

できたらと良い。今後考えていく必要がありま

す。

　そして，いろいろ検討した結果，あのミニマム

の議論が正しかったんだ，となればいいわけで

す。でも，何も検討しないで，そのままいったと

したら，「昔はそうだったでしょ」で終わってし

まいます。時代も変わっているので，当然議論す

ることは必要で，そういったことをたぶん，この

九州ネットワークの中でできるのではないかと期

待しています。ぜひ，九州ネットワークに牽引し

ていただきたいと期待しています。我々もぜひサ

ポートさせていただき，我々の中でも，検討を進

めていくことになりますので，お互いに情報交換

しながら，子どもたちのために，日本の国民のた

めに，どうしたらいいか，考えていければと思い

ます。

　絶対に，知・徳・体の「体」を抜くのはまずい

です。間違いありません。しかし，これをどうい

う風に強調していくのか，それは，現場の授業の

実績が大きな意味を成すと，ぜひもう一度確かめ

ていただければと思います。
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○保健について
　最後に，保健の方ですが，様々な保健の授業を

していただいて，虫歯が減ったりとか，中学校の

性感染症のクラミジアが減ったりとか，大麻が高

校の内容で取扱われて，減ったりとかあります

が，今我々が考えているのは，これから保健と体

育の連携を考えた時に，生活習慣の予防と身体活

動の関係や，精神保健と身体活動の関係というと

ころ，それから，先ほど台湾の先生のお話にあり

ました，少子高齢化の中で，我々が果たすべき役

割がたくさんあると思います。その辺りを視野に

入れながら，健康寿命をどうやって伸ばしていく

かという観点でも，ぜひ保健体育として一体とし

て考えていけたらいいなと思います。時間になり

ました，ご清聴ありがとうございました。

佐藤

　ありがとうございました。それではここから

は，会場とディスカッションをしていきたいと思

います。まず，青木先生から，指定討論者という

ことで，ご指名させていただきましたので，発言

をお願いします。

青木

　先生方，ありがとうございました。各国の実情

や最近の動向，PISA調査を受けて，各国のカリ

キュラムがつくられているということがよく分か

りました。学生の在り方そのものは，アジアなの

で，非常に近いところがあるなと感じています。

　それぞれの先生に特徴はいろいろあるのです

が，You先生のご発表でいくと，身体活動の５つ

の価値ということを基準にカリキュラムを整理さ

れていること，スポーツスキルからライフスキル

への転換を図ったこと，それからコンピテンシー

ベースでカリキュラムをつくろうとしているとこ

ろが非常に注目されると思います。体育と体育理

論といったところが，少し意識されているのかな

と思いました。体育理論が位置付けられていると

いう点では，日本のカリキュラムも先進的ではな

いかと思いました。

　また，道徳教育と教科の関わりというところ

で，日本では，道徳の教科化というところがあり

ます。自分たちに問われていることかなと感じま

した。

　台湾の Chen先生の話では，1929年からカリ

キュラムのスタート以後，12年の基本教育カリ

キュラムをどういう経緯で作成して来られたかが

よく分かりました。学習指導とカリキュラム，そ

れから教師教育の３つの柱が課題になっていると

いうことがよく分かりました。その中では，リテ

ラシーの問題であるとか，認知や情意の問題をど

のように取り上げていくのかが課題だと思いまし

た。また，保健と体育の関わりが，時間数の問題

から浮き彫りになっていたと思います。このこと

は，日本ではかなり整理されているように思いま

すが，では，現場では実際，どうなのかを振り返

る必要があると思いました。

　森先生の話では，資質能力のベースで考えてい

くところが，非常に今注目されており，その中で，

アクティブラーニングが取り上げられているとい

うことや21世紀型学力について，今後，考えてい

かなければならないことだと捉えております。

　では，先生方に質問させていただきます。いろ

いろ国の実情や，求めるものからカリキュラムの

改訂が行われているのですが，現場の指導に関し

ては，どのような課題があったとお考えでしょう

か。また，それぞれの国から見て，日本のカリ

キュラムをどのように感じられたのか，逆に森先

生は，韓国と台湾のカリキュラムを見られてどう

感じられたのか，その２点をお聞かせください。

JeongAe You

　韓国では，多くの先生方は，政府が作成した新

しいカリキュラムをよく思っていないようです。

大きな変化をなかなか受け入れ難かったというこ

とです。しかし今は，状況が変わってきています。

前のカリキュラムでは，何を教えるか，どう教え

るかという教員の裁量権が小さく，例えば，第７
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学年ではサッカーを，第８学年ではバスケット

ボールを，というふうに，どのような学校，環境

であれ決められていました。今は，教員が何をど

のように教えるかという裁量権をもっています。

　日本のカリキュラムについては，学習指導要領

の中に武道が入っていることが大きな強みではな

いかと思っています。韓国のカリキュラムには，

テコンドーが入っていません。選択には入ってい

ます。日本のカリキュラムは，韓国の第７回目に

改訂されたカリキュラムと似ていると感じていま

す。みなさんは，例えば，第７学年でサッカーを

どのように教えられるのでしょうか？知識とかス

キルとか態度とか，どのように教えられるので

しょうか？これは，前のカリキュラムの話です

が，サッカーをさせていれば，よかったのです。

考えることとか，介入指導的に入ることとかがあ

まりなかったのです。韓国の場合は，スキルオリ

エンテーションという方向性に危険を感じてカリ

キュラムの改革を行いました。

陳玉枝

　台湾での課題というか問題に関しては，文部科

学省にあたるところが決めたものの範囲内でやる

と決まっているところがあります。学校の裁量で

H P E（ヘルス＆フィジカル・エディケージョン）

の中身を決めることはできません。そこに柔軟性

がないということが，台湾の課題というか問題と

してあります。12年のベーシックなプログラムに

おいて，学校がそれぞれ決めるということが重要

なことになっています。と言いながらも，多様な

科目をそれぞれの学校の中で教えるということ，

柔軟性をもって教えるということに関しては，強

調された点であります。いわゆるそれぞれの地方

の学校と，いろんな能力をもった生徒がいる学校

といったことに関しては，教える中身に関しては

必ず違ってきます。それに関しては，それぞれの

学校でカリキュラムを決めているということにな

ります。

森

　私は，２つの国に対してどう思うかというとこ

ろに絞って話をさせていただきます。

　全てをお話されたわけではないと思いますの

で，誤解のないようにということですが，現在，

資質能力をベースに話し合われるときに，必ず内

容とリンクして資質・能力をということが話し合

われています。資質能力をベースに内容が示され

たときに，現場の先生方がそれで教えることが分

かるかどうかが，日本にとって一番の大きな課題

だと思います。内容をベースにしながら，どうい

う能力をつけていくかという流れは変わっていま

せん。その中で，あまりにも内容ベースで資質能

力が身に付いているのかというところになってい

るので，その辺りは韓国も台湾も同じようなこと

を話し合われた先のコンピテンシーやリテラシー

の整理だと思います。

佐藤

　先ほど，JeongAe You先生のおっしゃられた，

いわゆるコンテンツストラクチャーの変更で，い

わゆる資質能力ベースというかフィジカルアク

ティビティベースにしましたということです。こ

れは，いくつか選択の道があって，日本はどうし

たかというと，この時に指導内容は技能だけにい

かないように，態度と知識と思考・判断という３

つのものを指導内容として示しました。それを行

う領域がどう示すかというときに，ある種のまと

まりで示すのか，領域で示すのか。あえて領域で

示している一つの理由は，日本は施設・整備が進

んでいて，領域を外したことによって，それが崩

れてしまうというリスクを避けたということで

す。これは，極めて行政的な話の最終的には，お

金も絡む話の中での，最終判断をしたときにどう

かということです。ですから，国によって状況が

違うので，そういうのをひとつ超えながら話を理

解していくのが，すごく難しい話であります。

　もう一つは，森先生からいただいた話で，資質

能力，基本的なもともともっている能力は，どの
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教科でも，技能があります，知識があります，思

考・判断があります，それから態度に関するもの

があります，というのが，ある種，抽出されてい

ると。ただそれをコンピテンシーベース，投光的

にしていくときに，今教科でやっている観点別評

価の能力と，いわゆるコンピテンシー，総合的な

能力をどう図るのというところの，何をやったら

それがつくのというのが，未解決のままですよ

ね。そこのところを考えていかないと，何がどう

なるとその力になるのかを明らかにしていかない

と，今のまま立ち止まったらいけないということ

ですよね。

　最後に，先生方から，一言ずついただけたらと

思います。

JeongAe You

　本日は，ありがとうございました。先生方のお

かげで私もエネルギーが湧いてきました。ありが

とうございました。

陳玉枝

　いろんな考えをシェアできて，すごくよかった

です。ありがとうございました。私も今後がん

ばっていきたいと思います。ありがとうございま

した。

森

　本当にありがとうございました。九州の先生方

に，本当に私も元気をもらっていますし，やっぱ

り一人一人が前に進もうと思うことが重要だと考

えていて，九州にはそんな先生方が非常に多く

て，ここに集まっているのも本当に自分たちを高

めようと意志をもって集まっているということを

すごく感じています。私も頑張ります。ぜひ，一

緒に歩んでいければと思っています。今後とも，

日本の子ども達のためによろしくお願いいたしま

す。（了）

平成27年２月21日（土）

福岡県立スポーツ科学情報センター（アクシオン

福岡） において収録
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